
 

海上運送法（抄） 

（昭和二十四年法律第百八十七号） 

 

第六章 先進船舶の導入等の促進 

（先進船舶導入等促進基本方針） 

第三十九条の十 国土交通大臣は、先進船舶（液化天然ガスを燃料とする船舶その他

の海上運送事業を営む者の運送サービスの質を相当程度向上させることができる先

進的な技術を用いた船舶であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。）

の研究開発、製造及び導入（以下「先進船舶の導入等」という。）の促進に関する

施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針（以下「先進船舶導入等

促進基本方針」という。）を定めるものとする。 

２ 先進船舶導入等促進基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 先進船舶の導入等の促進の意義及び目標に関する事項 

二 先進船舶の導入等の促進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方

針 

三 船舶運航事業者等（先進船舶の導入等を行おうとする船舶運航事業者その他

の者をいう。以下この章において同じ。）が講ずべき措置に関する基本的な事

項 

四 次条第一項に規定する先進船舶導入等計画の同条第四項の認定に関する基本

的な事項 

五 前各号に掲げるもののほか、先進船舶の導入等の促進のために必要な事項 

３ 先進船舶導入等促進基本方針は、先進船舶の導入等の状況その他の事情を考慮し

て定めるものとする。 

４ 国土交通大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、先進船舶導入等促進基

本方針を変更するものとする。 

５ 国土交通大臣は、先進船舶導入等促進基本方針を定め、又はこれを変更したとき

は、遅滞なく、これを公表するものとする。 

（先進船舶導入等計画） 

第三十九条の十一 船舶運航事業者等は、国土交通省令で定めるところにより、単独

で又は共同で、先進船舶の導入等についての計画（以下「先進船舶導入等計画」と

いう。）を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。 

２ 先進船舶導入等計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

一 先進船舶の導入等の目標 

二 研究開発、製造又は導入を行おうとする先進船舶の概要その他の先進船舶の

導入等の内容（当該先進船舶が液化天然ガス等燃料船（船員法第百十七条の三

第一項に規定する液化天然ガス等燃料船をいう。第三十九条の十五において同

じ。）に該当する場合にあつては、その旨を含む。） 

三 計画期間 



 

四 先進船舶の導入等の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

五 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項 

３ 先進船舶導入等計画には、前項各号に掲げる事項のほか、当該先進船舶導入等計

画に記載された先進船舶への船舶職員（船舶職員及び小型船舶操縦者法第二条第二

項に規定する船舶職員をいう。第三十九条の十三第一項において同じ。）の乗組み

又は小型船舶操縦者（同法第二条第四項に規定する小型船舶操縦者をいう。第三十

九条の十三第二項において同じ。）の乗船に関する事項を記載することができる。 

４ 国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その先

進船舶導入等計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、そ

の認定をするものとする。 

一 先進船舶導入等促進基本方針に適合するものであること。 

二 確実かつ効果的に実施されると見込まれるものであること。 

三 臨時船舶建造調整法（昭和二十八年法律第百四十九号）第二条の許可又は同

法第四条第一項の承認を要するものにあつては、第二項第二号に掲げる先進船

舶の導入等の内容として先進船舶の製造が記載されたものであつて、当該製造

の内容が同法第三条第一項第一号に掲げる基準に適合し、かつ、当該製造を実

施する者が同項第二号に掲げる基準に適合するものであること。 

四 先進船舶導入等計画に前項に規定する事項が記載されている場合には、船舶

職員及び小型船舶操縦者法第二十条第一項又は第二十三条の三十六第一項の許

可を要するものにあつては、当該先進船舶が同法第十八条第一項に規定する乗

組み基準又は同法第二十三条の三十五第一項に規定する乗船基準によらなくて

も航行の安全を確保することができると認められるものであること。 

５ 前項の認定を受けた船舶運航事業者等（以下この章において「認定船舶運航事業

者等」という。）は、当該認定に係る先進船舶導入等計画を変更しようとするとき

は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければなら

ない。 

６ 第四項の規定は、前項の認定について準用する。 

７ 前各項に定めるもののほか、第四項の認定及び第五項の規定による変更の認定に

関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 

（臨時船舶建造調整法の特例） 

第三十九条の十二 船舶運航事業者等がその先進船舶導入等計画について前条第四項

の認定（同条第五項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。）を受けたとき

は、当該先進船舶導入等計画に基づき実施する先進船舶の製造についての臨時船舶

建造調整法第二条の許可又は同法第四条第一項の承認を受けなければならないもの

については、これらの規定により許可又は承認を受けたものとみなす。 

（船舶職員及び小型船舶操縦者法の特例） 

第三十九条の十三 船舶運航事業者等がその先進船舶導入等計画について第三十九条

の十一第四項の認定を受けたときは、当該先進船舶導入等計画に基づき実施する先



 

進船舶への船舶職員の乗組みについての船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十条第

一項の許可を受けなければならないものについては、同項の規定により許可を受け

たものとみなす。 

２ 船舶運航事業者等がその先進船舶導入等計画について第三十九条の十一第四項の

認定を受けたときは、当該先進船舶導入等計画に基づき実施する先進船舶への小型

船舶操縦者の乗船についての船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条の三十六第

一項の許可を受けなければならないものについては、同項の規定により許可を受け

たものとみなす。 

（資金の確保等） 

第三十九条の十四 国は、認定船舶運航事業者等が第三十九条の十一第四項の認定を

受けた先進船舶導入等計画（以下「認定先進船舶導入等計画」という。）に従つて

先進船舶の導入等を行うために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努める

ものとする。 

（指導及び助言） 

第三十九条の十五 国土交通大臣は、認定船舶運航事業者等に対し、認定先進船舶導

入等計画に従つて行われる先進船舶の導入等（当該先進船舶が液化天然ガス等燃料

船に該当する場合にあつては、危険物等取扱責任者（船員法第百十七条の三第一項

に規定する危険物等取扱責任者をいい、液化天然ガス等燃料船に乗り組ませるもの

に限る。）の確保を含む。）の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとす

る。 

（認定の取消し） 

第三十九条の十六 国土交通大臣は、認定先進船舶導入等計画が第三十九条の十一第

四項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は認定船舶運航事業者等

が認定先進船舶導入等計画に従つて先進船舶の導入等を行つていないと認めるとき

は、その認定を取り消すことができる。 

（関係者の協力） 

第三十九条の十七 国土交通大臣及び船舶運航事業者等、船員その他の関係者は、先

進船舶の導入等に関し相互に連携を図りながら協力しなければならない。 

（報告） 

第三十九条の十八 国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、国

土交通省令で定めるところにより、認定船舶運航事業者等に対して、認定先進船舶

導入等計画の実施状況について報告をさせることができる。 

 

 

 

 

 

 



 

海上運送法施行規則（抄） 

（昭和二十四年運輸省令第四十九号） 

 

第六章 先進船舶の導入等の促進 

（先進船舶） 

第四十二条の八 法第三十九条の十第一項の国土交通省令で定める船舶は、次のとお

りとする。 

一 液化天然ガスその他の船舶の燃料として使用する場合に環境への負荷の低減

に資する物質として国土交通大臣が定めるものを燃料とする船舶 

二 インターネット・オブ・シングス活用技術（インターネットに多様かつ多数

の物が接続され、及びそれらの物から送信され、又はそれらの物に送信される

大量の情報を活用する技術をいう。）その他の航行の安全性若しくは効率性の

向上又は快適性の確保に相当程度寄与する先進的な技術として国土交通大臣が

定めるものを用いた船舶 

（先進船舶導入等計画の認定の申請） 

第四十二条の九 法第三十九条の十一第一項の規定により先進船舶導入等計画の認定

を申請しようとする者は、第十四号様式による申請書の正本及び副本を国土交通大

臣に提出するものとする。 

２ 前項の申請書の正本及び副本には、次に掲げる書類をそれぞれ添付するものとす

る。 

一 既存の法人にあつては、次に掲げる書類 

イ 定款又は寄付行為及び登記事項証明書 

ロ 最近の事業年度における事業報告、貸借対照表及び損益計算書 

二 法人を設立しようとする者にあつては、次に掲げる書類 

イ 定款又は寄付行為の謄本 

ロ 株式の引受け、出資又は財産の寄付の状況又は見込みを記載した書類 

三 個人にあつては、次に掲げる書類 

イ 戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し 

ロ 資産調書 

３ 第一項の場合において、法第三十九条の十二及び第三十九条の十三のうち次の表

の上欄に掲げる規定に係る部分の規定の適用を受けようとするときは、前二項に規

定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。 

臨時船舶建造調整法（昭和二十八

年法律第四十九号）第二条の許可 

臨時船舶建造調整法施行規則（昭和二十八

年運輸省令第四十二号）第二条及び第三条

に規定する書類 

臨時船舶建造調整法第四条第一項

の承認 

臨時船舶建造調整法施行規則第七条に規定

する書類 



 

船舶職員及び小型船舶操縦者法第

二十条第一項又は第二十三条の三

十六第一項の許可 

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則

（昭和二十六年運輸省令第九十一号）第十

四号様式による特例許可申請書 

（先進船舶導入等計画の記載事項） 

第四十二条の十 法第三十九条の十一第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、

次のとおりとする。 

一 先進船舶導入等計画の認定により受けようとする支援措置 

二 前号に掲げるもののほか、先進船舶導入等計画の実施に当たって特に留意す

べき事項 

（認定通知書） 

第四十二条の十一 国土交通大臣は法第三十九条の十一第四項（同条第六項において

準用する場合を含む。）の規定により先進船舶導入等計画の認定をしたときは、速

やかに、申請者に対し、その旨を通知するものとする。 

２ 前項の通知は、第十五号様式による認定通知書に第四十二条の九第一項の申請書

の副本及びその添付書類を添えて行うものとする。 

（先進船舶導入等計画の変更の認定申請） 

第四十二条の十二 法第三十九条の十一第五項の規定により先進船舶導入等計画の変

更の認定を申請しようとする者は、第十六号様式による申請書の正本及び副本を国

土交通大臣に提出するものとする。 

２ 前項の申請書の正本及び副本には、当該先進船舶導入等計画の変更が第四十二条

の九第二項各号に掲げる書類の変更を伴う場合にあっては、当該変更後の書類をそ

れぞれ添付するものとする。 

３ 第四十二条の九第三項の規定は、第一項の場合について準用する。 

（報告） 

第四十二条の十三 法第三十九条の十八の規定による報告は、第十七号様式による報

告書を、原則として認定先進船舶導入等計画の計画期間の経過後一月以内に国土交

通大臣に提出することにより行うものとする。 

 


